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　・　ＡＬＣパネル工事作業・ＡＬＣパネル
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習志野市茜浜1-17の一部

習志野研修・防災センター 新築工事（第二期）

　　標準仕様書（建築工事編）（最新版）」（以下、「標仕」という）による。

部分使用前

・ ３部　・１部

・中間検査を実施する（回数　　回，施時期　杭工事・鉄骨建方完了時、3

１０箇所

※　本工事完了（「工事目的物の引渡し」を行った日）後、１年目及び２年目に関係者

　　（営繕課、工事監理事務所、施設管理者、受注者）による施設点検（不具合の有無を

　　　確認し、その処理について協議）を行うので、当課から依頼があり次第施設点検に

　　　立会い協力するものとする。（木造は1年目のみ）

（２）完成写真（撮影業者　　※　監督職員の承諾する撮影業者　・　　　　　　　　）　　

分　　類　・　規　　格 撮影箇所数 部　　　　数

・　キャビネ版　　・　　※　カラー

　　　　　　　　（電子納品ＣＤを袋に入れ綴じ込む）

（３）完成図等　陽画複写図等をＡ４に折りたたみ製本　※　１部　、・見開き製本　　　部

下記　(１）～(３）を工事引継書により引継ぐこと。                     　　  (1.7.1～3)

（１） 工事写真　　１部

　　※　営繕工事写真撮影要領　平成28年版　国土交通大臣官房官庁営繕部制定

　　本工事は、低入札価格調査制度調査対象工事(以下「調査対象工事」という)に該当した

　場合は、千葉県建設工事検査要綱（検査の区分を規定）及び中間検査実施細則（中間検査

　実施区分を規定）の定めに関わらず中間検査の指定対象工事として、中間検査を実施する。

　　(1) 調査対象工事の中間検査の実施は、「中間検査実施細則」に関わらず原則として

　　　2ケ月に1回、及び主要工種を考慮し施工上の変化点等で行うが、実施時期は監督職員

　　　が指定する。

　　　　なお、検査日及び検査監氏名は別途通知する。

　　(2) 中間検査は、通知日までに完了した出来形部分の出来形確認及び技術的確認等を

　　　行うが、給付の対象としない。

　　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫に関する項目、または地域

　社会への貢献として評価できる項目に関する事項につて、工事完了時までに所定の様式に

　より提出することができる。

26.中間検査

27.中間検査の

　 指定対象工事

28.創意工夫等

29.完成図等

30.施設点検

本工事の工事写真の取扱いは、営繕工事写真撮影要領に準ずるが、(２)に示す小黒板情報の
電子的記入については、同要領４．で規定されている写真編集には該当しない。

（４）小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、（２）に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化

写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注

者はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム

（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真

管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認

（３）小黒板情報の電子的記入の取扱い

を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の

結果を、監督職員が確認することがある。

１
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

（２）デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、（１）の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が

報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事

困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

撮影要領２．(3)撮影方法」による。

なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」

  　配置人数：　　　　人　　　　　配置期間：

(株)東宏設計事務所

３　本工事では、設計図CADデータを貸与(　・ する 　・ しない　)。

工事エリア出入口付近

1

（１）対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降
「使用機器」と称する）については、営繕工事写真撮影要領2.(3)に示す項目の電子的記入が

信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト
(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している

技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に本工事での使用機器

できること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、

記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。ただし、
この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性
確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を

図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾

を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する)

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像

の小黒板情報電子化

について提示するものとする。

25.デジタル工事写真

　　の試験機関で実施すること。

※　コンクリート圧縮試験及び鉄筋の引張等試験については、千葉県建設技術センター等15．材料試験

とすることができる。対象工事では、以下の（１）から（４）の全てを実施することとする。

17．設備工事との

　　取合い

  　施工範囲は別記－２（工事区分表）による。

※　設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

※　施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。16．施工図等の取扱

※　受注者相互の緊密な連絡調整を図り、協力して工事を安全円滑に実施することを目的と

　　する「工事関係者連絡会議」を設置すること。

※　発注者で組織する安全対策委員会が行う審査、検討、安全点検等に協力すること。

　　交通整理員     ※　配置する　　　・配置しない

　  配置概要

　  配置場所：

※　工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

　　１．積載重量制限を超過して土砂を積み込まず、また積み込ませないこと。

　　２．さし枠装着車、不表示車等に土砂を積み込まず、また積み込ませないこと。

　　３．過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受けるなど、

　　　　過積載を助長することのないようにすること。

　　４．取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等

　　　　を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

　　５．建設発生土の処理及び骨材等の購入にあたって、下請事業者及び骨材等納入者の

　　　　利益を不当に害することのないようにすること。

　　６．以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

19.過積載による

　 違法運行の防止

18.安全対策

※　受注者は、環境保全対策関係法令に従い工事現場地域の保全と、円滑な工事施工を図る

　　こと

※　建設機械は、排ガス対策車及び、低騒音型を使用すること

※　特定粉じん排出等作業（法定外建築物・作業を含む）は、「建築物の解体等に係る石綿

　　飛散防止対策マニュアル」に基づき施行する。

※　本工事で使用する軽油については、ＪＩＳ規格軽油を使用すること。

※　受注者は、県税事務所がその他の機関と合同で行う建設機械及び本工事に係る車両等を

　　対象とする燃料の抜取調査に対しては、監督員の指示により協力しなければならない。

　　　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）に

　　基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項（「資材

　　の梱包及び容器は可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄物の負荷低減に

　　配慮されていること。」）に留意すること。

20.環境対策

※　受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

　１．不法・違法無線局（不法パーソナル無線）を設置したトラック、ダンプカー等を

　　　工事現場に立ち入らせないこと。

１　本工事は、電子納品の対象工事である。

　  電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品する

　　ことをいう。

２　ここでいう電子データとは、「営繕工事電子納品要領【平成24年4月国土交通大臣官房

　　官庁営繕部】」（以下、「要領」という。）に示されたファイルフォーマットに基づい

　　て作成されたものをいう。

　い。　メール送付先：kensanhin@mz.pref.chiba.lg.jp

　　貸与するCADデータを当該工事の施工図または完成図の作成以外の目的に使用しては

　　ならない。

　　により提出する資料のデータ形式等については、事前に監督職員と十分に協議のうえで

　　決定すること。

４　「要領」に記載のない資料及び「紙」により提出する資料の扱い、または、電子データ

　　を行い、エラーのないことを確認し、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

５　電子成果品の提出の際には、「電子成果品作成支援・検査システム」等によりチェック

６　「要領」の解釈に疑義がある場合は、監督職員と協議の上で決定すること。

　　確認し、CD-R又はDVD-Rのラベルに直接署名または捺印した上で提出すること。

７　「要領」に基づき提出する電子媒体の原本性を証明するため、監督職員と相互に内容を

　　設計図CADデータを貸与する場合の著作者は(　　　　　　　　　　　　　　　)であり、

　し、電子成果として提出することとする。

　「千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」に基づき、その他フォルダに保存

　　なお、監督職員への提出にあたっては、この特記仕様書の完成図等に含むものとし、

　に、完成検査後に以下の技術管理課メールアドレスに電子データで提出しなければならな

※　受注者は｢県内生産品使用状況調査票｣を作成し工事完了時に監督職員に提出するととも

　　 ○ 営繕工事電子納品要領　平成24年版

　　 　電子納品関連資料は国土交通省のホームページ内にて参照できます。

　　　 【営繕工事編】

　 　○ 千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン 平成25年10月

　　千葉県の電子納品運用ガイドラインは千葉県のホームページ内にて参照できます。

９　工事完成検査時には、センターから発行される「千葉県電子媒体(副本)納品事前受付書」を、
　　携行すること。

10　工事完成検査後は、速やかに、電子媒体１部と「千葉県電子媒体(副本)納品事前受付書」を

　　センターに送付すること。またその後、センターから発行される「千葉県電子媒体（副本）

８　「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体に記録して３部作成し、１部は

　　とし、電子データに不備が確認された場合は、受注者は修正作業を行わなければならない。

　　受領書」を監督職員に提出すること。なお、電子成果品は工事請負契約書第４５条の対象

21.工事現場管理

22.発生材の処理

23.県内生産品

24.電子納品

　　監督職員へ提出し、１部は完成図書に綴じ込むこと。残りの1部は、工事完成検査後、

　　（公財）千葉県建設技術センター（以下、センターという。）に提出すること。

14．木質保存剤 　木材の防腐・防蟻処理方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12.3.1)(12.3.2)

　　木材の防腐・防蟻処理は工場において加圧式により行ない、十分乾燥した後に現場へ搬入

　すること。ただし、現場における加工が生じた場合には、加工した個所に対し、現場にて

　木材保存剤を塗布することとする。

1ヶ所

　「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に、「その日の

　うち（24時間以内）」に回答するよう対応することである。

　　ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、

　回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

　１）受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら

　　施行すること。

　２）受注者は工事施行中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照

　　査し、差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督

　　職員へ報告すること。

９．ワンデー

レスポンス

※　本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。

※　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を10．化学物質を発散

　　する建築材料等

　　する。

　３）接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を

　　含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　４）１）の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムア

　　ルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使

　　用したものとする。

　　　　①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル

　　　　　デヒド発散建築材料以外の材料

　　　　②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

　　クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板､壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱

　　材、塗装、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて

　　少ない材料で、設計図書に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量｣の区分に応じた材料を

　　使用する。

　２）接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用

　５）設計図書に規定する｢ホルムアルデヒドの放散量｣の区分において、「規制対象外」とは

　　次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第３種」とは次の③又は④に該当する材料

　　指す。

　　　　①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　　　②建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

※　標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

・　適用する  ・　適用しない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1.5.2)12．技能士

適用工事種別 技　能　検　定　作　業

仮設工事

鉄筋工事

コンクリート工事

鉄骨工事

コンクリートブロック

・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事

防水工事

　・　石張り作業

　・　タイル張り作業

　・　大工工事作業

石工事

タイル工事

木工事

屋根及びとい工事

金属工事

左官工事

建具工事

カーテンウォール工事

塗装工事

内装工事 　・　カーペット系床仕上作業

　・　プラスチック系床仕上げ工事作業

　・　ボード仕上げ工事作業    ・　壁装作業

排水工事 　・　建築配管作業

　・　溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業　

　・　加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾞﾝﾏｰｶｰ工事作業

舗装工事

植栽工事 　・　造園工事作業

　・　建築塗装作業

　・ とび作業

　・ 鉄筋組立作業

　・　型枠施工　　・　ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工事作業

　・　構造物鉄工事作業    ・　とび作業

　・　コンクリートブロック工事作業   

　・　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　　・　ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　

　・　ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　

　・　合成ゴム系シート防水工事作業

　・　塩化ﾋﾞﾆﾙ系シート防水工事作業

　・　セメント系防水工事作業　　・　ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

　・　改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

　・　ＦＲＰ防水工事作業

　・　タイル張り作業

　・　大工工事作業

　・　内外装板金作業　　・　スレート工事作業

　・　鋼製下地工事作業    ・　内外装板金作業　

　・　左官作業

　・　ビル用サッシ施工作業    ・　ガラス工事作業

　・　自動ドア施工作業

　・　金属製カーテンウォール工事作業

  ・　ビル用サッシ施工作業　　・　ガラス工事作業

 11．特別な材料の

　　工法

13.化学物質の

　　　　濃度測定

※　施工完了時に室内空気中の揮発性有機化合物の濃度を測定し、報告すること。　　(1.5.9)

　・　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

　・　パラジクロロベンゼン(用途が学校の場合、上記項目に追加する。)

　測定はパッシブ型採取機器により行う。

　測定数値が厚生労働省指針値を超えた場合は、換気後再測定し報告書を提出すること。

※　木材保存（木材の防腐・防蟻処理）剤は、クロルピリホスを含有しない非有機リン系の

　　薬剤とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12.2.1）

　測定対象室　　　　・図示　　　　　・ 

　着工前の測定　　　※　行わない　　・　行う

　測定箇所数　　　　・図示　　　　　・ 

　有すると共に、次の１）から４）を満たすものとする。　　　　　　　　　　　（1.4.1）

※　製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方

　針の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイ

　ドライン」（林野庁 平成18年2月15日）に準拠した証明書を、監督職員に提出する。

※　環境配慮物品調達方針に基づき環境に配慮した物品を優先的に購入するように配慮する。

　次の(1)～(6)の事項を満たすものとする。

　(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　(2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　(3) 安定的な供給が可能であること

　(4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　(5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　(6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること

　　　なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有すること

　　の証明となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受

　　けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

　　使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。

　　　また、本工事において使用する材料が県内において生産されるものについては、優先

　　して使用するよう配慮する。

　　　また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、

※　本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、８．建築材料等

７．条件明示項目

※　図示　　　・　設計ＧＬ＝現状ＧＬ６．設計ＧＬ

　　保安責任者

※　工事用電力設備の保安責任者は千葉県自家用電気工作物保安規程第二十六条の３により

　　使用区域を変更しようとする場合において保安監督者（電気監督職員）に「自家用電気

　　工作物使用区域変更届書」を提出すること。　　　　　　　　　　　　　　　　(1.3.4)

４．工事電力設備の

※　本工事の完成引渡まで工事目的物及び工事材料を火災保険、建設工事保険その他の保険

　　に附すること。

　(1)　被保険者　　発注者、受注者及びその全下請負人

　(2)　保険金額　　請負代金全額

　(3)　保険期間　　工事着手のときから工事引渡しまでの期間

　　なお、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに監督職員に

　提示すること。

５．保険

・　適用しない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.3.3)

・　適用する（　・　自家用電気工作物　　　・　一般電気工作物　）

　　　　ただし、自家用電気工作物の場合は1.3.3(a)～(c)の他、次によるものとする。

　　　工事現場に置く電気保安技術者は、千葉県自家用電気工作物保安規程第三条に定める

　　　工事管理者（　　　　　　　　）の任命する監督職員の指示に従い保安業務を行う。

３．電気保安技術者

※　本工事の最終請負代金(消費税込)が、５００万以上となる場合には、工事実績情報

　 (1)　工事受注時　　　　　契約締結後10日以内　　　　　　　　　　　　　　　(1.1.4)

　 (2)　登録内容の変更時　　契約事項の確定日から10日以内

　 (3)　工事完成時　　　　　工事完成後10日以内

　　所定の手続きにより登録するとともに、登録内容確認書の写しを提出する。

２．工事実績情報

　　の登録

　　監督職員の確認を受けた後、以下に示す期間内に（一財）日本建設情報総合センターに

　　システム（CORINS）に、基づき工事実績データを作成する。また、作成した内容について

・　建築物解体工事共通仕様書・同解説　　国土交通省官房官庁営繕部監修（最新版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）

・　営繕工事写真撮影要領（最新版）

・　建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（最新版）１
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

１．適用基準等

章 項　　　　目 特　　　　　　　　　　記　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

・　建築工事安全施工技術指針・同解説　建設大臣官房官庁営繕部監修

・　建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）　国土交通省住宅局建築指導課監修

・　公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)国土交通大臣官房官庁営繕部監修

・　千葉県福祉のまちづくり条例　　　施設整備マニュアル

・　建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説

　　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部設備・環境課営繕環境対策室監修（平成１８年度版）

第２　建築工事仕様

　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事

１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。
２）特記事項は〇のついたものを適用する。

　　〇印と※印のついた場合は、共に適用する。
　　〇印のつかない場合は※印のついたものを適用する。

４）(G)印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(以下グリーン購入法」という）の

１．共 通 仕 様 書

２．特 記 仕 様

３）特記事項に記載の（　　）内表示番号は建築工事共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　特定調達品目を示す。(G)印は、グリーン購入法の適用品を使用すること。
　　ただし、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

※　別記－１による。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1.3.8)

・　鋼鈑敷き（長さ　　m，幅　　　m，厚さ　22mm，　***　㎡）

***3.0

**

***

・　単管シート張　H=　　  ｍ, L=    ｍ

1.56.0

・　成型鋼鈑　H=　　  ｍ, L=     　ｍ

1.8

1.8・　ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=　　  ｍ, L=      ｍ

※　別契約の関係業者がある場合は、当該業者に無償で使用させる。

※　枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省 平成

　　２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感

　　のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、

　　足場の組み立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組み立て等に関

　　する基準」の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

５．仮設通路

６．仮設足場

　　［別図、建築工事特記仕様書（８）参照］

　構内既存の施設　　※　利用できない　　・　利用できる（※　有償　　・　無償）(2.3.1)

　構内既存の施設　　※　利用できない　　・　利用できる（※　有償　　・　無償）(2.3.1)

　監督職員規模(㎡）　・10程度　・20程度　・35程度　・65程度　・100程度　・　　　程度

※　設ける　　　　　・　設けない                                    　　　　 (2.3.1)２

仮
　
設
　
工
　
事

４．仮囲い

３．工事用電力

２．工事用水

種別　　・　Ａ種　　※　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種　　　　　　　(3.2.3)　(表3.2.1)

        ・　建設汚泥から再生した処理土 (G)

　　　千葉県条例に基づく「建設発生土管理基準」及び「建設副産物処理基準」（別記-１）

　　に基づき適正に処理すること。

・　構外搬出適切処理（別記－１による）

存置範囲（※図示　・　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3.3.3)

※　構内指示の場所に敷ならし　　　・　構内指示の場所に堆積　 　・           (3.2.5)

３．山留めの存置

２．建設発生土の

　　　　　　処理

　　及び盛り土

１．埋めもどし３
　
土
　
工
　
事

　特記仕様書（構造関係）による
４
　
地
業
工
事

　特記仕様書（構造関係）による

５
 
鉄
筋
工
事

　特記仕様書（構造関係）による

６
 
コ
ン
ク
リー

ト
工
事

　特記仕様書（構造関係）による

７
 
鉄
骨
工
事

鉄骨造
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１

２．敷 地 面 積

３．主 要 用 途

４．建 物 概 要

１．工 事 場 所

建 物 名 称 構 造 階 数 備　考建築面積(m2)延べ面積(m2)

m2

工　事　名　称

※本工事は、フレックス工期契約制度の適用工事である。工事の着手期限及び工期の終期日は次のとおり。

　留意事項

　※契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設業法第26条に基づく主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。

　※契約締結日から工事着工日の前日までの間は、建設工事請負契約書第１１条に基づく現場代理人の設置を要しない。

　※前金払は、工事着手日の10日前までは請求できない

　※受注者は、工事着工日を明らかにするため、契約締結後７日以内に工事着工日通知書を発注者に届け出なければならない。

　※工事着手日までの間は、工事の施工（現場事務所等の設置、資機材等の発注及び工場製作等を含む）を行ってはならない。

第１　工　事　概　要

仕 　 様　  書

１．監督職員事務所

建築工事特記仕様書（１）
A-012026.5.30

　　工事の着手期限日　令和　　年 　月 　日　　　工期の終期日　　　令和 　年 　月　　日

1

フォークリフト練習場



高さ

図　番日　付 承　認設　計記　録 訂　正

図　名

縮　尺

名　称

一 級 建 築 士 登 録 第 ２２８３０７号　　　大　　木　　　建　　雄

一 級 建 築 士 事 務 所 登 録 　（千） 第 １－２４０１－４４０号 (A2) 1:2500

■計画概要

工事名称

建築主

敷地面積

区域の指定

用途地域

防火地域・高度地区等

指定建蔽率

指定容積率

道路

□敷地概要

□建物概要

一般社団法人　千葉県トラック協会　会長　池田和彦

法22条指定区域

準工業地域

指定なし

60％

200％

用途

工事種別 新築

その他地域・条例

真北

案内図・計画概要

計画地(地名地番)

構造・階数

習志野市茜浜1-17の一部

-

2,372.38 ㎡

鉄骨造・平屋建て

最高高さ：6.780ｍ　最高軒高：6.426ｍ

申請地：千葉県習志野市茜浜1-17の一部

法第42条1項1号道路　市道13-053号　幅員：12.223ｍ

習志野研修・防災センター新築工事（第二期）

習志野研修・防災センター新築工事（第二期）

A-092026.05.30

自動車教習所（フォークリフト練習場）

倉庫棟
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鉄骨造2階建て

設計GL＝KBM+1,000

FL＝設計GL+330

FL＝設計GL+100

ｼｽﾃﾑ建築平屋建て

計画建物

既存建物

その他構造

鉄骨造 2階建て

用途：事務所

最高軒高　7.500m
最高高さ　7.900m

設計GL＝KBM+1,100

・・・申請以外の建物

既存建物（残置）
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**.**

**.** ・・・計画ﾚﾍﾞﾙ

・・・現況ﾚﾍﾞﾙ

※盛土規制法に係る切土・盛土なし

※設計GL・・・建物が接する地面の最も低い位置に設定

※建物周囲1M以上の消防活動用通路を確保すること

※屋外駐車場に屋根は設けない

・・・申請敷地

申請建物

真北

都市計画図による

図　番日　付 承　認設　計記　録 訂　正

図　名

縮　尺

名　称

一 級 建 築 士 登 録 第 ２２８３０７号　　　大　　木　　　建　　雄

一 級 建 築 士 事 務 所 登 録 　（千） 第 １－２４０１－４４０号 (A2) 1:250

配置計画図
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▽水上鉄骨天端

図　番日　付 承　認設　計記　録 訂　正

図　名

縮　尺

名　称

一 級 建 築 士 登 録 第 ２２８３０７号　　　大　　木　　　建　　雄

一 級 建 築 士 事 務 所 登 録 　（千） 第 １－２４０１－４４０号 (A2) 1:100
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…換気扇を示す

…給気口を示す
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△設計GL(KBM+1,100)

▽FL

△設計GL(KBM+1,100)

▽FL
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